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東京都私立幼稚園等教育体制支援事業費補助金 
様式の記入要領 

 

Ⅰ 総括表 

○薄橙色のセルに必要事項を記入してください。 

○「処遇改善の開始月」「新制度園への移行予定」欄はプルダウンから選択してください。 

○着色されていないセルは、他のシートから自動で転記されます。 

〇「幼稚園番号」は、7 桁の番号をご記入ください。なお、幼稚園類似施設の場合は、幼

稚園番号の記入は不要です。 

 

Ⅱ 交付申請額等の算定方法について 

※本シートで算定される数値は、補助金額に影響を及ぼすため、入力ミスにご注意くださ

い。 

○「教員数」には、申請時点の教員数をご記入ください。採用予定者を含めることはでき

ません。 

※算定に用いる教員数は、「賃金改善に係る計画書」の職種欄が「教員」となる者の数

と一致します。園長、事務長、事務職員及びその他は、算定対象となりません。 

○各園における「令和４年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」及び「令和４

年度における賃金の総額」を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 幼稚園の教育体制支援事業「賃金改善に係る計画書」兼「実績報告書」 
（令和５年度） 

※補助金の申請時は薄橙色のセル、実績報告時は水色のセルに入力が必要です。 

○計画書は、月ごとにシートが分かれています。賃金改善を実施する月の項目に記入 

してください。入力月を誤ると、補助金交付ができなくなる場合があります。 

○計画書は「報告書」も兼ねています。報告書は実績報告時に使用するものです。事業終

了時（中止や廃止を含む）に、計画書（薄橙色部分）に記入した内容から変更があれば、

修正してください。 

Ｑ．「法定福利費等の事業主負担分の総額」「賃金」の範囲はどこまでか。 

Ａ．次のとおりとします。 

法定福利費等の事業主負担分の総額：健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ど

も・子育て拠出金、雇用保険料、労災保険料等における、処遇改善による賃金上昇分に

応じた事業主負担増加分、法人事業税における処遇改善による賃金上昇分に応じた外形

標準課税の付加価値額増加分、退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増

加分を想定。 

賃金：職員（非常勤の教職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。）の賃金（退

職金及び法人の役員等としての報酬を除く。） 
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１．教職員名 

・処遇改善の取組の対象となる者の氏名を記入してください。なお、処遇改善の取組の

対象としない職員の記入は必要ではありませんが、教員（非常勤を含む。）は、「Ⅱ 交

付申請額等の算定方法について」の教員数と整合するように記入してください。 

※行が足りない場合は担当までご相談ください。 

 

２．職種 

・「園長」「教員」「事務長」「事務職員」「その他」から選択してください。 

・「その他」は、園長、教員、事務長、事務職員以外の職種（調理員、スクールバス 

の運転手等）となります。 

 

 

 

 

 

３．常勤・非常勤の別 

・常勤 常勤教職員（原則として幼稚園で定めた勤務時間（所定労働時間）のすべてを

勤務する者、又は１日６時間以上かつ２０日以上勤務している教職員） 

・非常勤 非常勤教職員（常勤以外の教職員） 

※ここで指す「教職員」とは、「２．職種」で示す全ての職種が該当します。 

 

４．法人役員の兼務 

・法人の役員を兼務する者に○を付してください（選択形式）。 

※「法人役員を兼務する園長」は処遇改善の対象外です。 

 

 

 

 

 

５．基準月の給与 

・処遇改善を開始する月の前月の給与総額（基本給、決まって毎月支払う手当の合計）

を記入してください。ただし、通勤手当や扶養手当をはじめとする、個人的な事情に基

づいて支払われる手当は含まれません。 

・基準月は、処遇改善を開始する月の前月となります。（例、令和５年４月から開始し

ている場合は、「令和 5 年３月」）令和 4 年度までに交付決定を国又は都から受けている

Ｑ．「教員」の範囲はどこまでか。 

Ａ．副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助 

教諭、栄養教諭を想定。なお、園長は教員数に算入できません。 

Ｑ．「法人役員を兼務する教員」も対象外となるか。 

Ａ．「法人役員を兼務する教員」は処遇改善の対象です。また、事務長等も処遇改善の対

象です。 

 



2304 

3 

 

場合は、交付決定時の記載内容と一致させてください。（例、令和 4 年 2 月から開始し

ている場合は、「令和 4 年 1 月」）なお、交付決定以降の新規採用者又は新たに処遇改善

の対象とした者の基準月の給与は、処遇改善を実施しなかった場合に想定される給与を

記入いただくことで差し支えありません。 

 

６．賃金改善見込額（計画） 

・各月の賃金改善に充てられる額（見込）を記入してください。なお、処遇改善を開始

する月より前は空欄のままとなります。 

・「賃金改善見込額（計画）」のうち、「うち基本給及び決まって毎月支払う手当」の額

を記入してください。ただし、通勤手当や扶養手当をはじめとする、個人的な事情に基

づいて支払われる手当は含まれません。 

（例） 

賃金改善見込額（計画）の b 欄と c 欄については、 

b 欄：処遇改善に要する総額 

c 欄：処遇改善に要する総額のうち、基本給及び決まって毎月支払う手当 

となります。 

【基本給 300,000 円、処遇改善に要する総額 9,000 円の場合】 

b 欄：9,000 円 ※給与総額（309,000 円）を入力するものではありません。 

c 欄：9,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

７．賃金改善額（実績） 

※実績報告時に入力する欄です。 

・各月の賃金改善に充てられた額を記入してください。なお、処遇改善を開始する月よ

り前は空欄のままとなります。 

・「賃金改善額（実績）」のうち、「うち基本給及び決まって毎月支払う手当」の額を記

入してください。ただし、通勤手当や扶養手当をはじめとする、個人的な事情に基づい

て支払われる手当は含まれません。 

・「うち基本給及び決まって毎月支払う手当」以外で支給した場合は、当該金額を「そ

の他」の欄に入力してください。 

 

Ｑ．処遇改善のための手当を「賞与」として支給する場合は、どうすればよいか。 

Ａ．毎月の「賃金改善（見込）額」に、賞与として支給する額を月割で計上することと

なります。具体的には、毎月の「賃金改善（見込）額」と「基本給及び決まって毎月支払

う手当」の差額がそれに該当します。なお、補助期間を含まない月については、補助金

の算定に含めることはできません。 
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８．法定福利費等の事業主負担分の増 ※見落としにご注意ください。 

・申請時は見込みのため、自動計算としています。 

・実績報告時は、各幼稚園で計算して金額を入力してください。本経費の補助対象は、

実際に増加した額のみとなるため、手計算によることになります。なお、法定福利費等

の事業主負担分の増が、補助期間中に生じていない場合があります。その場合は、法定

福利費等の事業主負担分は０円となります。 

 

９．備考 

・事業実施期間中の退職がある場合にはその旨、また、賃金改善額が他の教職員と比較

して高額(低額、賃金改善を実施しない場合も含む)である場合についてはその理由を記

入してください。 

 

Ⅳ 幼稚園の教育体制支援事業「チェックリスト」（令和５年度） 
【申請】 

○ 申請に当たっては、「確認項目」について、必ず理事長又は設置者が確認したうえで、

回答及び署名をしてください。（自筆である必要はありません。押印不要。） 

 

Ⅴ 幼稚園の教育体制支援事業「チェックリスト」（令和５年度） 
【実績報告】 

○ 提出に当たっては、「確認項目」について、必ず理事長又は設置者が確認したうえで、

回答及び署名をしてください。（自筆である必要はありません。押印不要。） 

※申請時は作成せず、実績報告時に作成・提出するものです。 

 
Ⅵ 額の算定 
 
○申請内容を確認するためのシートです。 

処遇改善の計画内容や補助金として交付される額を示しています。 

○入力漏れなどがあると、正しく計算されません。 

※太枠の交付申請額と表示される金額が令和５年度における交付申請額となります。その

金額を交付申請書に記載するようにしてください。 

 


